
食の安全安心確保のための取組

兵庫県健康福祉部生活消費局

生活衛生課 源田

～放射性物質による汚染問題への対応～



・過去の平常値の範囲は、震災発生前の観測値における上限値と下限値を示したもの

・1m高さの値はモニタリングポスト近傍の地上高1mを可搬型サーベイメーターを用いて10時に測定した値。 (特に記載が無いものは
NaI（ヨウ化ナトリウム）シンチレータによる測定）







上水（蛇口水）について、各自治体において、毎日、水道蛇口から採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて核種分析調査
を行い、可能な限り1日1回報告している。





定時降下物について、各自治体において、毎日24時間、降水採取装置により採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて核
種分析調査を行い、可能な限り1日1回、報告している。





＜県の対応＞

○ 農林水産省を通じて、在シンガポール日本大使館に対し、事実確認を依頼

→「キャベツ」ではなく「ハクサイ」

○ 東京都と合同で輸出業者に対する調査を実施

→兵庫県産と他県産のハクサイを取り違えて箱詰めし、シンガポールに向け出荷

○ キャベツ、レタスの３検体について、県立健康生活科学研究所において放射能
検査を実施

→いずれも放射性物質（ヨウ素131、セシウム134、137）は検出せず。

→本県産農畜水産物の検査を継続

４／４ 時事通信が「４月２日にシンガポールに到着した兵庫県産キャベツから放射性
物質が検出され、兵庫県産の野菜、果物の輸入が即日停止される」旨配信

＜報道された検出値＞ ヨウ素131：118Bq/kg（ｺｰﾃﾞｯｸｽの基準値（100 Bq/kg）を超過）

セシウム134：36 Bq/kg
セシウム137：40 Bq/kg



兵庫県産農畜水産物に係る放射性物質検査状況（平成２３年１１月２８日現在）

検査機器： ゲルマニウム半導体核種分析装置 （精密分析機器）
検査結果： ヨウ素131、セシウム134、セシウム137はいずれも検出せず

検出下限値：1.0Bq／Kg（原乳は0.5Bq／L、牛肉・マダコ・マガキは5.0Bq／Kg）

食品分類 品目 検体数 計

野菜類

キャベツ 8

22

レタス 5

ニンジン 5

ハクサイ 1

たまねぎ 1

ピーマン 1

ぶどう 1

穀類 米 24 24

水産物

イワシシラス 1

4
マダコ 1

マガキ 1

養殖トラフグ 1

乳・乳製品 原乳 1 1

肉・卵
牛肉 2 2

豚肉 1 1

合計 54 54



「＜○（検出下限値）」という表記は、○（Bq/kg）が検出下限である測定で放射性ヨウ素、放射性セシウムが検出されなかったことを意
味しており、NDと同じです。
NDのみの表記では検査でどの程度の放射性セシウムが検出可能なのか明らかではないため、10月3日より検出下限値を示すように
国から依頼されています。









食品の放射能汚染に関する検査相談体制の強化

〔簡易測定機器〕ベクレルモニター
配置場所

県立健康生活科学研究所（健康科学研究センター）、健康福祉事務所（７ヶ所：
宝塚、加古川、加東、龍野、豊岡、丹波、洲本）
使用目的

食品の放射能汚染について、不安を感じている県民から相談があった場合に、相
談受付機関の判断により必要に応じて簡易測定機器により検査を実施する。

〔精密分析機器 〕ゲルマニウム半導体核種分析装置
配置場所

県立健康生活科学研究所（健康科学研究センター）
使用目的
(1)簡易検査のバックアップ

簡易検査の結果、放射能汚染が疑われる場合に精密検査を実施する。
(2)県内流通食品の収去検査

健康福祉事務所の食品衛生監視員が、食品衛生法に基づき県内の食品販売施設等
から食品を収去し、健康科学研究センターで放射能検査を実施する。



放射性物質の検査機器

【精密分析機器：
ゲルマニウム半導体核種分析装置】

・放射性ヨウ素、放射性セシウム等
核種別にガンマ線量を測定

・測定時間 約２時間

【簡易測定機器：
ベクレルモニター】

・核種にかかわらずガンマ線量を
測定

・測定時間 約１５分



食品の放射性能簡易検査実施状況について（平成２３年１１月２８日現在）

検査機器： ベクレルモニター（簡易測定機器）
検査結果： 全て１００Ｂｑ以下

食品分類 品目 検体数 計

野菜類

たまねぎ 1

5かぼちゃ 1

きのこ 3

穀類
米 7

8
もち米 1

乳・乳製品 牛乳 2 2

肉・卵 牛肉 1 1

その他
ケーキ 1 1

アメリカンドック 1 1

合計 18 18

※簡易検査のため、核種にかかわらず食品のガンマ線を測定。
※食品中には元来存在する自然放射能も含まれることなどから、100Bq/L以
下の結果については、一律「100Bq/L以下」としている。



東日本大震災による原子力発電所事故に係る
食品関係の対応

・ ３月１１日 東北地方太平洋沖地震発生

・ ３月２２日 兵庫県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに「原子力発電所における事故に係るQ&A（食品関

係）」をアップ（随時更新）

・ ４月 ５日 「４月２日にｼﾝｶﾞｰﾎﾟｰﾙに到着した兵庫県産ｷｬﾍﾞﾂから放射性物質が

検出された」旨の報道（後に他県産のﾊｸｻｲであったことが判明）

・ ４月 ６日 緊急的に兵庫県産ｷｬﾍﾞﾂ、ﾚﾀｽ３検体の検査を実施し、「いずれも放射性

物質は検出せず」の結果を公表（以降、定期的に兵庫県産農畜水産物の

検査を継続）

・ ６月２８日 県議会において、県独自に精密分析機器（ゲルマニウム半導体核種分析

装置）及び簡易測定機器（ベクレルモニター）８台の購入を決定

・１０月１１日 簡易測定器を用いた検査相談体制の運用を開始

・１２月 精密分析機器を用いた県下流通食品の抜き取り検査を開始（予定）


